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１ 施策の体系                        
 
      基本目標         基本的施策          施策の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 

市民一人 

ひとりの 

防犯意識の 

向上 

１ 市民の防犯意識の醸成、

防犯力を高める啓発と 

学習機会の提供 

２ 規範意識の向上、非行防

止に向けた安全教育の充

実と指導啓発 

３ 特殊詐欺の被害防止のた

めの情報提供と注意喚起 

４ 子どもの防犯対策の強化 

５ 女性、高齢者等の防犯対

策の強化 

６ 防犯力を高めるための、

多様な媒体を活用した情

報の発信 

２ 犯罪リスクを低減させる

環境整備や活動支援 

３ 迷惑行為等防止への取り

組み 

 

１ 子どもの安全を確保する

ための環境整備 

基本目標２ 

地域や防犯

関係団体に

よる 

持続的な 

防犯活動の

増進 

市
民
が
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
街
仙
台
の
実
現 

基本 

理念 

重点 

重点 

重点 

１ 地域コミュニティによる

防犯活動の促進 

２ 自主防犯活動団体の活動

の充実 

４ 地域の連携による防犯ネ

ットワークづくりの推進 

３ 地域と一体となった子ど

もの見守り活動の推進 

５ 犯罪被害者等の支援 

基本目標３ 

犯罪や迷惑

行為が起こ

りにくい 

地域環境の 

実現 

・地域団体や福祉施設等への防

犯講座の実施 

・いじめ防止の教育や早期発見 

・特殊詐欺事例や対処法の市民

向け広報や福祉サービス事業

者と連携した防犯講座の実施 

・子どもへのスマートフォン等

の適切な利用や情報モラル教

育の推進 

・不審者情報や声掛け等の予

防・女性への暴力根絶や性暴

力の防止に関する啓発推進 

・高齢者に関わる民生委員児童

委員等への予防対策の啓発 

・障害者や家族、施設職員等へ

の防犯講座の実施 

・市政だより等による情報発信

やＳＮＳ活用の検討 

 

・子どもに対する見守り活動 

・青色回転灯装備車（青パト）

による防犯パトロール 

・防犯協会等への運営支援 

・防犯協会の活動紹介による認

知度向上 

・区安全安心街づくり活動推進

モデル地区における参考事例

の周知・啓発 

・繁華街等での市・地域事業者・

警察の連携による防犯推進 

・犯罪被害者支援団体の支援 

・通学路の安全点検等 

・公共施設周辺の街路灯や樹木

剪定等の適切な管理 

・地域団体等の防犯カメラ設置

の支援等 

・罪を犯した人の支援機関等と

の連携・支援 

・各種迷惑行為防止に資するル

ール・マナーの啓発等 

重点  

重点 

第４章 安全安心街づくりを推進するための施策 
 

資料３－２ 



35 

 

 

  

【主な取り組み】 

 (1) 犯罪被害者等の支援《担当：市民局》 

  ① 犯罪被害者や家族が置かれた困難な立場を市民に理解してもらうために、警察

や関係団体と連携し、「犯罪被害者週間」を活用する等様々な機会を捉えた啓発

を行います。【市民生活課】 

  ② ドメスティック・バイオレンス(※１)やストーカー等の被害者に対し、住民基

本台帳閲覧制限等及び選挙人名簿閲覧制限等支援(※２)を行います。【戸籍住民

課】 

  ③ 消費生活トラブル等による被害の回復のための相談においては、警察や弁護士

会等との連携・情報共有を図ります。【消費生活センター】 

  ④ 犯罪被害者等の相談や直接支援等に取り組む犯罪被害者支援団体の活動を支

援します。【市民生活課】 

  ⑤ 犯罪被害者等の支援については、情報及び給付制度を有する警察や、対応のノ

ウハウを有する犯罪被害者支援団体、市の関係する部局が連携して対応します。

【市民生活課】 

  ⑥ 犯罪被害者等支援総合相談窓口により、各種支援施策の情報提供や関係機関等

の紹介などを行うことで、被害者及び家族の適切な支援につなげます。【市民生

活課】 

 

  ※１ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

配偶者やパートナーなど親密な関係にある者（過去にそのような間柄にあった

者も含む）から振るわれる暴力のこと。 

 

  ※２ 住民基本台帳閲覧制限等及び選挙人名簿閲覧制限等 

     配偶者からの暴力及びストーカーの被害者が住居を移転した場合、その居所を

知ろうとする加害者から被害者を保護することを目的として、被害者からの申し

出に基づいて、住民基本台帳や選挙人名簿の一部を閲覧すること等を制限する等

の措置を講ずるもの。 

 

基本的施策５ 

犯罪被害者等の支援 


